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歴史の法(沈活恬')

一日本における司法通訳の現状についての・一考察一

Del' chl'onlst, wolchN d]e Ere]gnisso heル1'zahlt, ohne gl'OBc und k]eine zU 11ntcl'sche]dcn, tl'ngL daln]L

dcl' wahl'heit Rechnung, dass nichts was sich jemals oreigner hat, flil' d]O Gosch]chte veHoren zU 月ebeⅡ ist

F]'cilich fal]t el'st do]' 01'16Stcn Menschhejt ih1で VorgangenheiL V01]a11f' ZU. Das wiⅡ Sι唱'cn: erst dcl' cr]6Sten

Nlonschholt ist lhl'e vc]'gnngenheit 】n jcdom lhrel' Momente zjtiel'ba]' goworden. Jodel' jhl'or 号elobtcn

歴史の法

AugcHI)1]cke w]1'd zu olnc]' cltauon 会 1' or(11'e du loupwelcher l'ag ebeⅡ del Ji)Hgste ist

沈恬恬

出来事の大小に区別を付けずに、そのまま列挙してゆく年代記の作者は、そうすることによって、かつての

出来*は雁史にとって、何ひとっとして失われたものと諦められることはない、という支理をおのずと考噂に

入れている。もっとも、みすソからの過去を完全な姿で于中におさめるのは、救済されたノ＼類にしてはじめて可

能なことだ。つまり、赦済された人類にとってはじめて、みず'からの過広かそのどの勝闇においても呼び戻さ

れうるようになっている。人類の生きたと'の捗〒冏も Citauon a]' ordN du i0山というような日になり、また

それは最後の密判の日である。

A chroniclel' wh01'ecltos events w]thout dlstin宮Ujsh]ng betweon maj01' and m]no]' ones acts ]n accordance

With the f0ⅡOW]ng tTuth: nothm8 thal has evel' happcnod should b0 1'egarded as lost for h]st0丁y. To be

Slwe, only a l'odcolnod n〕ankind ]'OCO】vcs tho fU11ness of its past・、vh]ch ls to say, only f01' a ]'edeQlncd

mankind has lts past becomos cltablc m aⅡ its molnents, Each moment it has l]ved becomcs a atatlon ん

1' ordl'e du ioU卜a"d that day ]S Judgnlont Day

1.越境者'

1-1.法廷、あるいは、問題の所在'

-Benjam]n, vvalter'

2016河ι9月9日、大阪地方裁判所202号大法廷における「大阪・花岡中国人強制連行'(平成27年

(ワ)第紹88号事件)1 の第4回公判時の出来事だっナこ。通訳者の沈黙に対する傍聴席からの強い抗

・・ヴγルター・ベンヤミン

-Benjnlnin,~~a]ter'

97 ・



議の中で■戈判長は通訳者に確かめざるを得なかった。「通訳ノ＼"、いまのアドリブも訳しましたよね?1

通訳者の返市はなかった。期日の前に、介護団が作成した関係資料を通訳者に渡したにも関わらず、

当日通訳者が通訳した内容は、陳述者か陳述した内容と全く啼み合「ていなかうた。陳述書の最後の

部分も、陳述者の最後の訴えの言葉である「アドリブ」も、通訳者は訳せなか「た。なぜだろうか。

それは、「中国語_1 とーヨオ靖剖という言語の壁を乗り越えられる者だと,思われている通訳者が、陣述

者の楊瑞芬さんの使用する中国河北地域の「方菖の壁_」を乗り越えられなかっ六ためではないかと、

笥P占は秀える。

この経緯を踏まえ、弁護団は2017年Ⅱ" 28口の第H同公判における花岡*吽の最後の牛き趾人

で原告の李鉄垂さんの証人尋問では、通訳者の変亜と補助通訳者の設匙という要望を人阪地裁に提出

した。要望はi忍められた。そして、当日の公判は、辿常の証人尋瑞1では見られないややイレギュラー

な形式で進行した。証人が95歳の高齢であるため、すぐそばでの看設師辻家族の付き添い力靖午可され

た。雪寸桐の進行中も、時々、看護師や家族によるソく丈夫か」とか、f、休憩しょうか 1 といった小さな

アドリブが朋こえていた。ところで、この3時問にも亘る長1'場の証人尋闇の現場では、裁判丁1売き

に従った禍祖力通訳者の発言があったことに加えて、もうひとっイレギュラーな部分があった。それは、

李さんは楊さんよりもi化りの強い河北方含を使っているため、則ヒ京詔→(お押佐・共通・公1・Π中国詳D

以外には精通していない通訳者に向かって、本来付き添いのみ許可されているはずの橋護飼辻家族が、

勝于に単二吾の説明をする場劇だった。このような場而は、何度もあった。法廷には、正式の丁才光きを

経ない複数の通訳者がいた。

これらの事例からどういった問題が見えるのか。まずひとっは、述訳者の言詔fブJの剛趣である。通

訳者は、述訳するある標凖言語の方言も知っておくのが望ましい。しかし、もし、その方'が単語の

レベルだけではなく、文のレベルまでも独自の体系を成している場合、それをもう・つの言語と見な

すことができるのではないか、というような疑問を言語学者は呈するだろう。となると、法廷という

特殊な現場においては'、通訳すべき言語の分類をどこまですべきかにっいて、一度厳密に設定し値す

必要がある。これは、ある言語に精通する通訳者の選別よりも、先に行われなければならない。

ニ'つ同の問題は、後で判例についても少し言及するが、仮に含語の分類(+票凖語・地域語・方再、)

が厳密に行われたとして、その言語を正確に通訳する通訳占が見っからない場A、当出占らのそれぞ

れの権利が侵害されたことになるのか、ということである。侵害されたとしたら、通i沢者にその貰任

を帰するべきか。それとも、この侵害は、司法制度の不完全によるものと捉えるべきか。法廷におけ

る通訳言語の正確さが闇われていることは、その正硫さこそが、法の公平性と権1或件を体現し、保証

するものであると筆者は芳える。証言が耶東述出弓として、表島例プロセスそのものへ持ち込むための

手続きの形式向体が、すでに厳格に規定されている。それゆえ、法はこの小まれっきの公半竹と椛威

性によって、常にひとっの正しい命令畉見定・発話の主体として、その主体に触れた者'らに、法廷と

いう終着'駅に向かう証明を求めることは而Ⅱ走である。

だが、三っ目の問題は、法はどのようにして、法廷における通訳片語のi白流さを検証するのか。こ

の問いは、判例を再び言語学者に差し戻し、言語を脱定するというような規範性による正しさにっい

ての検証をすべきだと言っているのではない。強調したいのは、法か言語を以て向らの災在竹を証明

文化/批評 2018年第9・弓
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歴史の松 U尤恬恬)

する1范造になっているのであろうが、 (通訳言語の正硫さ)を証明すること自体は、どの法に依Ξ1'Ξ1ι
1二1 ロロ

拠し、どの条項に咳当し、また、それらによって証明されうるのか、ということである。このことは、

法廷于"ι劃'_1身の根拠の正当件が問われる「轟樹の樂実」活兪に関わる。また、これは、公1都埒の傍聴

斉側の騒めきは果たして通訳者に文、1してどういう正しさを求めているのか、とい訓剖いにも関わる。

傍聴席にいた人々の全員が 1北京語_1 をN町蝉できない。まして単詔も音声も全く異なる河北ノj言も

含まれた峽述となるとなおさらのことである。にもかかわらず、イ捌徳者らは、明らかに自分らの分か

らない'語には何らかの標難の正.しさがあると確信している。それに、その正上さを守ることができ

なかったのは、他でもなく、辿訳打だった。しかし、この言藥をこう訳すべきという正しさにっいて

の硫恬という想像は、仙々の傍聴打が自ら理解したつもりの「北京語_1 との、この訴訟の事突関係と

の、それぞれの必πダしも箸北くない引飛推のなかで、なされているのではないか。

言誥の1日流さは、ある1'寺定のルールによって判定されるものではなく、多心峻で包括的なルール0)せ、

めぎ合いのなかで選び取られる最も現状に沿ったひとつの「表現」に依拠する。表現は、予め勺・えら

れた範鬨の中からひとつの対応する菖葉を選び取ることではなく、対応可能な範囲を最人限に拡人し

ていく原動力である。このような雛ソくされた意味に艮づいた表現力が、法と法廷の本来の姿であり、

ワ去的救済 1 の川'能性でもある。

以_1_1で行った岡題設定のうち、第・ーと第二の剛題については、後述する先行研究がさまざまな角度

から諭じてきた。ただし、これらの先行研究の主な関心は、あくまで、司法制度における言語学ない

し、法を前提とした言認肋ゞどうあるべきかである。いわば、 1、法言語半U q01でnsiding山SUCS)"のi延

生と成長を祝福する安である。そこに集められていたのは、救済されうる権利が如イ01に通訳された片

語を通じて、より法的に正しくあることに対する追求によってリg見されるのかについての研究である。

司法通訳に対するi忍識も、このような法的正.しさの範1捌のなかで、要求されている。

中■が木稿で逓点的にぢぇたいのは、三つ目の問題である。通訳されたξ語を正しい・正しくない

と判断する根拠と法的思老との関係である。おそらく、この第三の問題は、法律学と言語学という1上

会科・学だけの問題ではないため、人文利・学をも動員しなければならないという、小田格ω指捕jと電な

る剖")かある"。さしあたり、ここでは、傍聴という形式を持つ、人文利・学における 1歴史斗司の視

ゞiを人れておく U

本稿の1嗣戊にっいてである。本楠は、矧本における司法通訳 q肝究)の短い歴史を概観しつつ、第

・・・と第二.の1剖題に関係する先行研究や資判・ C例伊卜物謡のテキスト)を、現在進行ヰ・ゆ社会的な動き

と照らし合力せて、その問にあるΠ辧麺点を浮かび上がらせる。

社会的な動きというものは、白発的なゾ街'の形によって形成されるかのようにみえるが、突は、多

くの法徳上.の発ii舌によって可能となっていると1劉祥できる。例えば、国境を定め、越境を突現させる

こととそれに関わる法令のことや、沙H司ノ＼1 という分類、「外国人労働者」、「技術突習4モ_1 のような

牙分の創設などは、法の制定及び法の懲罰の'語の内に属している。法に規定された言語は、それを

通じる者らに歴史認識を共有させる。しかし、問題は、そのような定めるところによらない場合、現

If法やひとっの社会的に通じる言語0)規軍即勺意味に属さない場合の現象に対応できるように、現行法

を廃止し新たな別に定めるところという言語表現を創設するのか。法と河語とのこのような制限しA
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う関イ糸吽を解釈する視点が司法通訳に存在しているとは老えられないのか。

本稿の形式にっいてである。本稿は、司法通訳を言語学や司法1鉚変、あるいはY法菖語学などの既

存の忰のなかで、ただ単に捉え心し、解釈し直すことから、解放する試みである。各章に付けるタイ

トルは、万_いに通訳寸鉾釈の可f走性を持っルールのもとで、別の呈部児によって翻訳されていると見る

ことができる。ただ、それぞれの表現は、苫語上の愆1味合いをも制限し合「ている。そのような制限

的な関係は、災に言語ないし法の持っー'靈・乢に従うている。ここでいう二市北とは、これでもいいと

それでもいいだけではない、これもだめあれもだめということでもいいという言語ヒの反復による愆

味上の昇華である。

本稿の意義についてである。木稿は、新しい論哩的な百伶E性を1是示するものではない。あくまで、

かってべンヤミンが 1歴史哲学テーゼ』の第Ⅲテーゼのなかで問おうとしている歴史の法(概念・法

則)についての実践的な一考察にしかすぎない。なお、司法通訳と歴史とべンヤミン第Ⅲテーゼとの

内的樹矧速に1捌しては、本稿の全体の理論設定と形式表現を通じて太現したうえで最後で論じたい。

ここで結論を先取りすれば、それは、誤訳と「不訳I C沢せないこと、訳さないこと)がいいという投

げ捨ての態度ではなく、訳せないもの、訳し得ないものこそが、もうーつのルール(正しさ)を要求

している、ということである。

文化/批評 20]8年第9号

1-2.解釈

言語が記号であり、その記・号には指水する内容があるということを、言語学 1二の正しい命題としょ

う。法が指示する言語は、裁判所法第74条によれぱ、「裁判所では、日本語を用いる1。j11丹1訴訟法]75

条の「通訳」及び、177条の「嗣WU によれば、それぞれ、1国誥に通じない者」と 1、国語でない文字

又は符号」の 1、要通訳判U を認めている。ここにおいて、言誥学上の疑問が既に生じる。裁半哘児去で

用いられる「日本語_1 は刑宇訴訟法か求めている N羽語_1 に等しいのか。これにっいて、以下のよう

な指摘がある。裁判所法上の凡ヨ本語」は、言譜学_上定義されている日オ薪吾を指し、日本同籍を有す

る者の使用する言語がすべて日オ詰吾というわけではない"。例えば、臼本国符を有する者・が使用する

言語のひとつである方言が、言語学上において、日本語である場合もあれば、日本語でない場合もあ

る。また、それをブj、言なのか地域語なのかと判断することに大いなる政治性が潜んでいる"。

他方、法律の条文に沿って言えば、言語学上の日オ薪吾に該当しなくても 1、国認引と見なすことがで

きる場合もある。このような見なし方を恨拠づけているのは、使用言語に対する要求がなく、血縁住1

・fを「疑似血縁」だと考える)ないし婚姻関係、もしくは、帰化といった要件の充足さえすれは、日

本国民になれるという者え方を持っ日木の国籍怯である。国籍と言譜σ国語D とは、・・・致しない織

図が法的に用意されているけれども、この二つの概念は社会的文脈の中で重なる。

以上のような少し理リ解に窮する解釈の余地のある国語(民)という概念もあるためか、2009年5吋

に日本の裁判員制度か突施された後、肖森地裁や岐阜地裁で裁判員たちが使用している普段着の言藥

である力言力沫必例官に迪じなかった事案にっいて、立ち人った訂漸倫は見られなかった。本来ならば、

このような現象は法と言語との関係の基礎を揺るがすものとぢぇてもいいはずである。が、わかりゃ

すL寸罵糾のために、方言は市民の言集に分類され、日本国籍を有、する者に述じるべきものだとi忍識さ
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歴史の法(沈恬恬)

れている"。1泌例員裁判から浮かび上かった力言闇題は、疑われていない者、かっ、同じ日本国籍を

有する同士による会話であるため、いわば、安全性を共有されている(ことを想定されている)ので、

さほど深刻な1川題ではないと,思われがちである。しかし、このような、「罪、1 を認定するか否かという

1、罪が存在するJ 前提としての刑出訴訟に全員参加を呼び込もうとする文脈の設定は、法的に無関係

な1・同1浴と門'語の、二つの概念を絶妙な形で叫み合わせたのである。

戦後まもなく起きた救判において、通訳を付すかいなかの判断は裁判所の指揮椛の範鯏にあるとさ

れた小例がある(大阪高等裁判所]9詑年1 村 22月高牙1辨師巻3 弓301弓D。「朝鮮人らは1_阿隔吾が通

じても、十分に自己の愆思を発表させるため法廷で舟国語を使用する」といった1冴長に対して、表好判

所は、1国籍のいかんにかかわらず、日本沼に通ずる場合には日オ薪吾を用いさせ、用語の自由述択を許

さないことは、戀法21条1項の定める表現の向山の保肺に述反しない」とした。

この判例における憲法ト'の太現の自山に述反しない「要通訳性_1 は、国際人権規約 B 規約 M 条 3

項(a)でも苫及された当*者の塑リ昇する"譜で罪の理由及び性質を告げる焼定とも矛寸舌しない"。し

かし、本来、単純に含語学的な現象として苫えるべきものである要通訳併.は、法規定とともに、ー・'種

の外部性に直接に結びっけられている楡理の傾向を牛み出している。このような夕HⅢ外を巧妙に備成

したのは、内部を最初から定義できる法の権威性から由来していることは無視できない。陛謎則所で

は、1_M隔再を用いる」という文'に、逆転勝ちが不可能な論理が突在している。すなわち、裁判所で

使用しうる言語は日本語しかない。そもそも「、要通訳性」は存在していない。法は、法廷における'

語逃択の権利を誰にも』チえていない。もちろん、法廷臼体もこの定攻によって言語逃択の権利を失う、

かもしれない。しかし、少なくとも'語選択の権利を与えない権利を法かすでに持っている。

最近の出来事として、,N_U格は、捜査段階においてル叫爺吾を第・・・言語とする被疑者に文J ヒ化京語お

よび英語による通訳がなされた*案にっき有罪立証か不 1・分として無罪となうた比皎的新しい裁判員

裁判の事例を挙げている(東京地ノj裁判所20Ⅱ年1打別日牙X訓如。小田格は、漢誥方百を中心とし

た通訳言語の逃択問題に関して、その事例の判決は、外国人被疑者・被告人の円オ薪吾の能力運則能力

に対する判定および付すべき辿訳の言語にっいては直接的かっ明硫に、'及した1雌一の判例であるとし

ているうえ"、それを肯定的に訶q而すべきものであると指摘している"。、、

法律学と'語学t しての司法通訳の意笈を老察したところは 1・分である。言語学1_においても、 f9

森方言や岐串ブj、仁;に 1、日本語」が文、"心しきれないことと岡じょうに、北jJ薪'は広東語に刻応しきれな

いし、英'門も広東1吾に文U心しきれるものではない。また、法的に捜イ1汁剥培で収架されたそもそも文U心

しきれない含語を法廷での証'とすること自体が、誠拠能力を火うので、司法辿訳の立ち位靴が再び

問題になる。

しかし、通訳言詔の送択N印川ι感はされるけれども、判断権限は裁判所にある。すでに述べたよう

に、Π本語(カ)にっいての云々は、日人の国籍上の合法性があるか否かは闇われていない。匡儒〒に

つぃての云々も、言語が基凖ではなかったはずである。にもかかわらず、この打件は「日本語能力_1

と「外国人による犯罪1 という文脈に帰屈させられている。つまり、三語が通じているか迎じていな

いかにっいての判1析は、なにか暖眛な"刈に定めるところによる 1のである。この暖昧さこそ 1越ザ創

という闇題をぢぇる」二で玉要な場U坐とである。越境の喫付・は、言語上において構成される。法妙占上に
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対する解釈だけで成り立っことが可能である。皮肉にもなるが、汗咋釈」は「通訳」と同じ共単而'

6nterpreLation)に 1、側訳」できる。

先述した朝鮮人の事例の歴史的な文脈をもう・・・度ぢぇたい。越境昔は必ずしも「犯罪占」になると

は限らない。けれども、出人国管理及び難民1忍定法などにおいて、その越境の方法や身分を、時には

"系列的に、氏乳こは構造的に分類している"。越境は、1崎去か不法かの判定によってではなく、絶え

ず1去力H乍の出すプロセスのなかで実現される。臼オ薪吾か国語かの概念1■攻衍すれば、外匡リ＼は国民で

はないものの、「皇民_1 や 1、満州国民』だった経翁功ゞある。それらの国民は。国のひとっの地方の民で

あった。その地ノjでは、口本語という公用語があっただろうが、国の文脈のなかでは、単なる方言だ

つたと強引に鰯採尺、することも可能である。

1-3.原理

言語が通じるのかどうかの半Ⅲ祈が、法規定に剣する解釈行為に委ねられている。司語の分類の外で、

法律上通用する者が境界線の内に来ると法律の分類の内で、言語上通じない者が境界線の外へ行く。

この法律なら通じても、別の法律では通じないので、内の者はいっでも外へ越境する。その反文Jも河

じである。外の者はいっでも内へ越境する。法律は言語を通じて、刈象を規定し包摂していきながら、

1非除する。排除しながら、包1舌する。けれども、この運動法則はひとっの正しい前提のもとで行力れ

る。この前提の止しさは、使用言詔を規定する主体側の需要に基づく。これは、司法通訳にっいての

研究か升明証厨牛の研究に特化している傾向を理解する手かがりにもなる。

EK、民事関係の訴訟は、'法が紛争する当事者とは別に第三者の立場から紛争を調停するが、金銭

などの解決手段が想定される。これに対して、刑事関係の訴訟は予定調和された社会の平村_1(を表す

国家祐yD への侵暫:という原則から論理を立てる。被告・被疑者は予定調和への侵害者として見なさ

れる。しかし、法が平和と哩想を代表し、かっ、言認U二の 1指揮椛_」を行使しているだけなら、法は

公平と公正の第一f者になれない論理に羅かれることになる。内と外との関係でいえば、法ぼ界釈(通

訳)可能な者を内へと巻き込みながら、その外を作り出している。これは一種の統計の理論を生み出

すメカニズムでもある。「特に、刑事政策上11打題となっている事柄を紹介する_1法務省平成29年版『犯

罪内書~更生を支援する地域のネソトワーク~』の統計に注目する。

「平成28年における外国人新規人国者数は,2,]09万2,975人であり,前匂辻ヒ329万6,828人a8.5%)

増と大きく増力[ル,過去最高となった。地域別に見ると,アジアが器.フ%を占める。在留資格別では,

観光等を目的とする短期沸τfが98.0%を占め,そのほかでは,留学(0.5%),技能実習(0.5%)の1順

であった_1・・・戸r成28年における外国人事件(外国人が被告人となった事併つの通伴隣j-・審での有罪

人員は,3,509 人(前年比2.6%減)であり,有罪人員総数に'iめる↓b冬は 6.1%であった。」・・・「平打戈

28年における被告人通訳事件(被告人に通訳・側訳人の付いた外国人哥町牛をいう。以ドこの項におい

て同じ。)の終局人員は,2,654人(前年比2.2%1御であった。通訳言語は如に及び,内訳を見ると,

中国語 758 人(28.6%),ベトナム語印揺人(20.6%),ポルトガル語 242 人四.1%),タガ'ログ語 236

人(8.9%),英語 174 人(6.6%),スペイン語 147 人(5.5%),韓国・朝鮮嘉H38 人(5.2%),タイ語

126人(4,フ%)の順であ「た。」・・・「平成28年における被告人通訳哥新牛の通常第・・審での有罪人員(懲
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雁史の法(沈1'吋品

役・1jt1固に限る。)は,2,帰2 人納ij午比3.3%所めであり,令部快行猶予率は,全罪名では 85.6%,人

管法述反を除くと 82.2%であった。」ー・1、なお,同年における被告ゾ＼通訳事件で,一倍畔川刊酋・Υイ寸判決

の,蔀投しを受けた人員は 1人であっ九_1
H

U

本来、統計は研究における分類の方法のひとつに過ぎないとぢぇるのが妥当である。現在、統計は研

究の根本的な前提ないU東理となりっつぁる。管見の限り、i司法通訳にっいて占及した研究は、1去律

'γ:と'三"シγの分野 kの1又別があるとは角'え、ほぼ例外なくヒ記のような統il・を引刑し、ひとつの統一・・

的な井き11_1しで始まる。そ0>1き出しに1懸されたロジソクはこうである。外国人人国吉'数ψU司人に

よる竹威)の増加によ「て、要迪訳性に備える緊張が高まる。つまり、要通訳性の謡要が生じるのは

外係V＼のj削川ωためだと、これらの研究では円蛸皐されている。しかし、災際、日本国籍を持たない者

は、三語力ではなく、婚姻などによって生i十を立てらえるかどうかといった経濱的物的な要件に充足

すれは、法的f統きを通じて日本国籍を取得できる。

むろん、きっと数多くの研究の出発点は、数t子か増えたことだけを要通訳性の円川_1としていないだ

ろう。平・成29イ、11の統.汁にもあったように、タH上1人による犯罪件数の数字は下かった。外匡1/＼の中に何

人が帰化などで目本凶籍を持っ占になうたかは別として、計算」二残された外匡1/＼の「被告人通訳事件

で、一那快行猶丁イ小rⅡ决の占1度しを受けた人員は 1人J だった。それでも、司法通訳は電要だと主張

したい場A、統計との卸剛怨どうとるべきか。どのようなより根源的な問題が、司法通訳に潜んでい

るのか。私U?返しになるが、怯は、内か外かを作り出す言語の主体となると、その公平さを失う。法

のもとでは、 h准でも 1 という文言を、「より多くの人_1 で川翊ぐすることは危険である。ただ・一人でも

「法タヤ的な存在になるとY法はただ・一人のために、どうのようにして内らの公平件を守るのか。

2.通訳者

2-1.「単純労働」に従事する者として

すでに諭じたように、 1_1本における司法通訳への往目は、川程勤勺に結び付けられ九統訓'OX冷理のも

とで牛まれた。この論皿によれは、古Ⅱ去通訳は80年代以後急速に進んできた国際化に件う越境する者

(とψD の増加の結果として、外匡1/＼ヴ打動占のノ＼権とともに重要視されるようになうた"。しかし、

戦前も戦巾も戦後も同際化は途絶えたことがない。また、国際化の火現は某本的に単純労働しかでき

ない者の受け人れの1広大と1契1述する。となると、Π_胴)なけれはならないのは、そもそも、統i汁の数字

にのぼ。た外1回人ツ打動門数はどのように増勿ルたのか、この増加1も法の指揮樅の内だったのではない

か、とい勺たことである。労働力がきっかけで、国賠訴訟とな「た[1・嘔y＼サ剣削連行の事例を苫えれは

分かるように、法は、外なる占のA法的な越境を増やしっつ、外なる者そのもののタ""陛としての要

述、沢性をも強肌1している。

2018什、において、1観光開国 1 だけではなく、1、タH司ノ＼材の受け人れ拡大のために、新在留資格を創

役する 1 という f労働開国1 の骨太方剣・σリ東案が発表された。その方針は、2025年度の基礎的財政収

支を1熊字化するΠ標とも埀なっている。また、これは 11対走実習制度修「行」などを文、1象とする最長

5郁ω在詔資怜である。ただし、1-1本政府か'これは移上部没策とは異なる政策であるとも喬'明している。

この「技能災習制度」にはどんな闇題かあるのか。
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日本弁護士連合会(以下、「日弁連D は、2013年6月20日、「外国人技能実習制度の早急な廃止

を求めす意見書_1 を取りまとめ、6月26日付けで厚生労働大臣・法務大臣に提出しナこ。その後、同会

は 2015年2河 27日付けで「技能実習制度の見直しに関する有識者懇談会報告轡に対する意見轡」も

取りまとめた。外国人技能実習生制度は直ちに廃止すべきであり、実習期間の伸長と対象職種の拡大

には反対であると表明した。また、非熟練労働者の受人れに当たっては、労働者に対する人権侵害を

生じさせる楢造的問題があると指摘し、何度もシンポジウムを開催した。ところが、2017年 H 月1

日、「外国人の技能実習の辿正な実施及び技能実習生の保護に関する法乍W が施行された。

1.3で引用した法務省人国管哩局のデータを見れば分かるように、平成28年における外国人新規人

国者を在留資格別に分類すると、「技能実習J と 1、留学」の割合はともに 0.5%だ。この割合が示してい

る原理は、かつての80年代の「留学開国」とも同じものではないかと筆者は考える。労働現場におけ

る最低限に必要な言語による愆志疎通が求められる。技能実習による労働は国の財政の黒字化に貢献

できるなら、その該当省自身の生計を立てる手段にもなるはずである。ただ、国籍の獲得 f技能_1(資

格要件)とは途って、技能実習生が生計を立てる技能の中に言語力は含まれる。しかし、2013年の「日

弁連」の意見書のなかにあった技能実習生らの言語力も実にあまり喬K ない。もし、統計の論理が正

しければ、1、犯引勺は再びこの言語力に基凖を設けていない技能実習による外国人労働署と連動するの

だろうか。言語上、通じない者たちは、法律によって、実習者として人国できる。言語上、通じない

ことがきっかけとなり、日本の法律も通じないので、犯罪に巻き込まれると、再び言語と法律の外に

追い出される。

他方、同じく、国際化の波のなかで、外国語の語学力を持っ国民も、外国人も増えた。原則的に、

法律上、司法通訳者の国籍に対する規定はない。司法通訳に従事したい者は、たとえ「外国語を第一

苔二剖としても、「日常の社会生活において互.いに日本語で意思疎通が図れる程度の会話能力を有'し、

常識程度の法律知識があれば足りるj(東京高判 1996年7 村 16日斜q1例時報』 1591 号 133 頁)とさ

れている。この言語力をそれほど重視しない見解は、90年代の司法通訳という労働市場の基凖ともな

つている。上記の事件との関連陛も多少あるため、90年代以後から徐々に加熱されてきた司法通訳に

ついての議論は、通訳者の語学力と通訳能力の判定の闇で揺れ動きながらも、通訳者に全部の貰任を

帰することまでは至っていない。当時の様子は、現在へと続いている大学を主体とする実践研究にお

いて多くの詳細な報告がある劃。また、言語力さえあればいいゆえ、民問の非営不11組織団休として、

19兜年から2004年まで「日本司法通訳者協会1 の活動も盛り上がっていた"0

しかし、国際社会では、このような基凖の危うさも指摘されるようになった。法は自らの表現を持

ち、法の言語学上の特集性があるため、殊に司法通訳の場合、通訳者の語学力だけではなく、通訳能

力も問われているのである"。この問題意識を継承し、2009年に「法と言語学会」が成立した。法の

言譜上の央"朱姓ということで、司法通訳者には、語学力・通訳能力だけではなく、法学の矢隔哉も重要

だというi忍識が少しずっ一般的になっていったム。汚巳非のgU昜jという捜査段1培の視点からまとめた

萬羽ゆりの 1、外国人犯罪捜査の手引き」(旧「近代熊察社」りの 20四年の改訂版では、「司法通哥辺

の部分にかなりの増補が見られる。捜査段階での司法通訳の重要性がより高まっていることがうかか

える。2009年、非営利月的の民問団体として「日本司法通訳士連合会1 が設立され、1、司法通訳技能
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歴史の怯 q北恬,1舌)

検定試験_1 が突施されるようになった'0

だが、不思議なのは、後に開示された2012年のある大学X湃究假告では、1、プロの司法通訳者」と「ー

般言語サポーター_1 のそれぞれの法的恬縦に対する恵餅叔壮ヒに鬨して、言語がまだ法と結合できてい

ない傾向か見られたことである。2012年の時点でぢ察の対象となる、言語サポーターは行政デスクな

どで、ポランティアとして言語サポートをち劉共する人である。それに文1して、プロの司法通訳者は、

実際上通訳経験かあり、裁判所の名緋に登城された人を指している。1町者とも、大井会法学部を含む法

律専円家から0)恬桜提供を求めていることか、その調査から見"_1された傾向のひとっである,'。言い0

換えれぱ、司法迦通訳に求めるより高い専1町性は、法の基凖にも達さなければならなくなった。

2-2.「技能実習」者として

司法通訳が言語力及び通訳能力を超えた専刈職としての報酬の相場が定められていくことによる正

当性を獲得するとき、必然的に単市妙ナ働ではなく、商度な技能を現場で実習することになる。ところ

か、1、日本の司法述訳の公的で井都忍定制度はない。通訳者になりたい人は、裁判所べメ鰐察署、検察庁、

弁護士会なとに登録に行'くが、血接を受ける際に通訳で使用する外国語の能力や海夕絲呈験にっいて訪

ねられる保度で、通訳能力自体を証明する必要はない」。は捌町折に登録している通訳者のための研修

があるものの、開催回数は少なく、内容も限定的である。有効とはいえない、法廷通訳者が不正.確な

通訳を行っても、それをチェックするシステムもない。市場"挺里のもとで能力が十分でないノ＼材は淘

汰されていく会議通訳とは異なり、技判所一絡察署といった公的機鬨が積極的に質の管理に取り組む

必要がある。1'

多くの研究は、上祀のW迫感を生み出した理由を国民の法廷へと呼びかける 20四年5打から実施

した裁判員制度に求めた。司法通訳の第・・・段階への注目を、80lf代後半から 2000年代前半までの裁

判員戴判が詞断倫されるようになったとすれぱ、第二段階としての注目は、2009年救判員制度の導人と

いう司法制皮の改N父こ深くかかわっていると見なすことができる。

「臼介迎」は、 2013年7打 18 臼付'けで「法廷通訳についての立法提案に関する恵」古書_1 を取り

まとめ、最品裁判所長官、 U河努大臣及び検事総長宛てに}是H」した。この意見古は、日本において、近

年の国際化および裁判員制度の施行により、従来以上に法廷通訳の質の確保が必須のものとなってい

るにもかかわらず、通訳者の質の酬針呆、資格、身分イ郷迂等について明文の規定がないため、資格・名

鄭制度、継続的研修制度、幸甑邪削度等の立法化か必要であるとし、アメリカ合衆国、オーストラリア、

転乢司、 EU加盟国0)現状を参ぢとして例示している"。一言で言えぱ、外国の制度を参老にしながら、

口本でも司法通訳者という資恪を没け、この身分だけで生計が立てられるようにすることである。]"

門職と見なすべき司松通訳者の権利を守ることと同じょうに、盲語力と通訳能力の法的正当性そのも

のも強が可されている。

この愆見書は、これまで研究と現場で争われた司法通訳の正確さに制度化という指針をぢ・えること

になった。2013年前後に公衣されナ●兪文と学会の発表テーマも身分を亟要と見なしている"(あるい

は、「塚買い」をする外国ノ＼が再び注月されているのかもしれない)。もちろん、身分を決定するで朴各

をどうクリアするかは人きな課題である。前述した去好判員制度の突施に合わせて、20四年に成立した
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R本司1去辿f訓し述合会がリ引心している 1司怯述轟選'剣j副灸註ξ試験_1 はそのがj提を1子えている。この試1験

が受験占に求めるのは語ツ:と法学の両力'の力である。い力ば、身分制・資格制への災践がリj法諭が硫

ウ.されたともいえよう"0

さらに、ついゞ伎近、 1、ジャカルタ弓部打公判での誤,1尺が大規椣(ミス 2(川簡所以_1二)だったこと、 1_1

人ボ市が越こした'"件そのもωにヌ、1する注越が高か「たことで、各メディアで同じ時期に司松迪訳と

いう身分の111.y竹小をⅢjうようになった"。 2017 什11120 1_11沖小悴捌捌』の礼説は、 1司法述訳・専門

!幟として帯Ⅲ女化_1 という1批題をINり_f.げることにな「た。しかし、ひとっのH本人による寸_q牛で 1、・千

呼ノj喚h棚_Ⅱ来_仟となった小心メディアの社説の"論と、来11外1、叫人の雌山Ⅲこ什う司法通訳0>必喫姓と

はひとっωコインの衷太である。ゾ郡祭、 1997 圷司 j181_1、■泌光新1瑚、1 の社説の汗馴察化で吸み増す

司法辺;沢1 と似た論則を賀いている。内の者が外へいくことと外の吉'が内へ来ることとの闇に司法辿

訳占が立「ている。

ただし、もし、中なる隔呉1沢1 を避けるために純枠に司法迦訳の正硫さを追い求めるなら、現在の

トレンドである<1 (人11知能・1U・uncinlintC11igence)の導人は検ふ1'の余地があるのではないか。ク

ーグルマップは外匪ν＼旅行門をスムーズに同的地へと述び、耐nNアプリはスマホ画而に日オ薪台で行き

先を衣示し、京都1兀1条而"禅町のバス停における外Πミ1人旅行者'と 1__1<人とのやり取りを円滑に進める。

そうい「たテクノロジーの恩忠を既に多くの人が1十常的に'1受している。河法通i沢により妙詳酎小のあ

るlf確さを必要としているのであれぱ、法廷は,1どいW「て<1等ωテクノロジーに頼るべきかもしれ

ない。けれども、通訳の正確さは技能研修と検定試験によって11,1保することはできるが、このような

声側戒的_1(妙詳醐勺)な正確さは、汰が本当に望んでいることなのだろうか。また、笹者の今後の課題

にもしたいこのA1問題も、いずれは現在凹!解されている社1の脱沌竹と対峅する朋題となろう。
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2-3.再び「傍聴者」として

大際、90年代の1司際社会ではすでに提起されたが、2013年に1_1人詔に翻訳された研究のなかで、司

法通訳者のいくつかの鳥本的な役割が議楡されている。1小住的な導管1たは機械である1とぢぇられ

るのに刈して、「災文化闇の架け1禽_」としての述訳占、1盾としての通訳XJ、江旻文化間闇題に関して

0)'剖川家・情幸脚原_1、 1法廷におけるディスコースを統仰}する 1 とい「た役削がある"。これは、いう

までもなく、「英語は義務教育から勉弛北ていること、また英会話ができれば通訳ができる、留学して

いたから通訳ができる、英検 1 級を持 0ているから通訳かできる、 T0研C が 900 点だ力、ら辿i沢が

できる、という誤ったi忽識_1 を・一人歩きさせてはならない。1迦訳占は単に言1吾を杉鄭虹内に訳すだけで

はなく、言語力q予在する文化も伝えていくι復竹_1"にっいて、円1度1_1木の司法通訳において耐儒忽すべ

きではないかど中1者はぢぇる。

前述した 1'朝臼新1捌'11 の牛嬌兒_1 を追うかのように、 2017 1f lo jJ 211_1、『目本経済新聞』記寸iが

縦道した、 2017 郁 11jjより 1刑務所に TV雄話通訳 1 という,謎打かある。これは、法がプロセス上

の正硫さを追求するノj針の現れであるものの、1可祝化1 による正硫さの本=1の意味とは何か、という

湖いに答えていない。、言認和メ行示する内実の研上パということなのか。上噺去_上よく議論にのぽる 1、斜怖呉

の取心_1 などといったことの'能性を残そうとしているωか。これまでの人類の法の発屡の歴史のな



歴史ω1央 q尤1舌'1舌)

かでは、11頗の弁山を文了化し q女糾員織判もひとつのより多くの参加老を増やすことによる可祝化

としてぢぇらえる)、録・片し、また文字起こしをしてきた。法は、あらゆる"1悦化ω"j能1牛のために、

努力をWルまなかうた,けれども、それら0山・寸硯化の結果を、ひとつのiL!録として、ひとっの判決に

架約するという構造こそが、法による,j,i吾のもう・つ商い峡なのだ。

日本通i沢捌'沢学会1刈東艾部の 2017年5j・127 Πの例会では、1通訳なしω」業境の小での述,沢の役剖

マレーシア等の諸夕村、叫におけるバイリンガル('.",D 司法制皮ω例,の発表かあ「た。司決制1空1<

つωE示吾でしか兆'1'できないという灯b急加m去通,沢ω剛題を溢乱させるかもしれない。しかし、だ

からど言って、バイリンガルの法廷であれぱ、誤訳や「不」{_1 などの1拐題が小じないωか。1川恕の核

心は、あらゆる瓢1'がひとつの証'として冉き詔められ、あらゆる密議ωフロセスがひとっω'Ⅲ決に

梁約されることである。たとえパイリンガル法廷であ「ても、たとえ複数',語での誠,_1力勺寸能であ勺

ても、あの心八Ⅷルは野えている。

もちろん、司法j血犬町に必妾とされるのは、法的'リ1川性である。しかし、im去趣訳打はおそらく、

中.に述じる外氏1語力Υ吏えることだけではなく、平和や理恕とい「た吉語が介何する織細な 二丁ンス

や社会背景まで鄭觧いξ現できることか求められるだろう。となると、司法通訳者は、どうやうてこ

の法の内部に抱えているジレンマを央り越えるωか。門本司1厶述';N I:述A会の・ゞ郡f占によると、同会

は、被疑占や1皮告人など小中1・喫1係占だけではなく、通訳占ω人縦を督丁る地旨から川允している。司

法迦訳というジャンルを、i去廷や捜査樹瑚ω付1禹吊,にせず、ひとつの独住の・1J本として迂てることで

ある。つまり、 F1本における司法通訳苗のノ＼橘.を守ることで"'1法述訳占という独い).ω・1ι休を紺1保し、

その牙分仙q鄭か屯要である。しかしながら、この十.体か、いざ改めて汰廷に細かけると、何か'、Yiliの

11・、イ維さなのかという島創りに11tnmする。

2017什.存、Υ(町は、入阪地力裁判所て、映通訳とされる 1北京訥ωいくっか異なる刑'ルⅡ件の公

判を傍恥辻た。まさしく、ソ去廷通訳ω・部に誤りかあるとしても、審艸・'矧斯に影粋を及ぽさない、

(東京商等技'"11折 19別 1,1メ、11 打 1 畷じ半Ⅲ川lj唯R、111546 リ 139 貞)というような丁i例ばかりだ(た。そ

0山、ル)ぶ、たっの、*件の"剣i占の力1詔俗格は、1、1鮮彪突刊牛_1 ビザだ「た。そω"後には、 H隊ぎを余儀

なくされる本1司での彼らω経済'1汁両かあうた。それぞれの才皮疑件・被告人」は1司籍_にハもしくは,、;

11_f_1_、の文化を告C1うているだけではない、侶ν＼という文化をも1丁「ている。"']法通'沢占がセンシティ

ブな状況に出会っている。これは司法通訳・占ω 1感情労働_仁や 1コミュニケーシ"ンの W水1'とし

ての冏題に鬨力るが、必ずしもそれだけではない。1測戒的であってはならないゆえに、倫川!観をも備

えるべきという念眛で解釈できるかもしれない"。

ところが、雁史湖迦 Uま本的には、過去にⅡ小Ⅱ訴訟となり得た1川題)が、汰廷で取り1.けられたと

き、通訳占は、どのような倫Nをもっべきなのか。また、本稿の'1_N兵で取り1'げた1司1暗公判の仞泌劇n,

にいた人々は、通'1{・者に倫皿をも求めていたωか。それとも、 1・畷賠という、 1、}本趣Ⅱ●をΥjする、かっ

依1語か通じる占たちにも倫凹功ⅧH)れているのだろうか。もう・唆問おう。法廷の1卜1しさはどぅであ

るべきなのか。仮に、1支介E実習の研修を述じて、身分1.資格 bの司法辿訳門になれても、いざ被疑古

や被告ノ＼ω物i吾を1.1の前にした焼閥、通訳?;はあくまでひとっの独立した1上体として、伐町点行として

しかいられない、かもしれない。

107



また、冒頭で提示した民事訴訟となっている国賠公判にっいて、歴史学の視点で考えると、戸建制迎

行」という国の政策や企業の貰任のもとで、生身の外国人に対する日本人による暴行や殺人などの刑

事那件としての要素も含まれている。このような文化というより歴史は、どぅ伝えるべきなのか。も

し、通訳者が倫理に従い、歴史までも伝えようとするならば、本当の正しさは「わからない_}として

「沈黙」を選ぶべきなのか。司法通訳者は、資格認定までの言語力・通訳能力を習得したうえで、倫

理にぶっかっていくと、傍聴者にしかならざるを得ないではないか。「再び」傍聴者になることとは、

どぅいうことを意味するのだろう力、

3.朗読者"

3-1.台本

裁判員法・人管法が施行された上記の日本の司法通訳研究の分水嶺にも差吋卦かっていた 2009年

『愛を読むひと』という映画が立H桐された。その元となる小説 1'朗読者』は、ドイツの法学者べルン

ハルト・シュリンクか 1995年に上梓した。 15 歳の少郁・ミヒャエルと、彼とは業見子ほど歳の謝tれた

女性・ハンナとの恋愛を拙孔けこ作品である。後に、ハンナは、ナチス時代を生き、戦犯として裁かれ

る。粘神利・医の1惨田有子は、その作品を文字から声への越境だと見ている。台本を読み上げ、文字に

声を与える。そうして、文字から物語か蕪らせることになる。また、これは自由と贈罪との関係でも

ある"。宇根久実はより直接に、この作品を単噺爰ドイツの責任問題に対する反省と見なしている"。

しかし、この小説のポイントは、ハンナが文盲であり、言葉に対して無知であるという設定だ"。

他方、「僕」という・一人称で1勿語を展開させるミヒャエルは、学生で字を読むことはできるが、ハンナ

の生活や過去、さらに言えば、ハンナが生きた歴史にっいて無知である"。最初この二人を繋いだの

は性行為だったか"、その繋がりを持続させたのは、僕のハンナに対する回想とハンナの過去と真突

を探ることである。僕は、言葉に対して無知であったのではなく、歴史に対して無知だったのである。

文字は習うことができるか、歴史矢畍敲ではなく J疹史はどうやって習えるだろうか。f無矢山(innoca〕ce)

が「無罪」になるかどぅかの問題が浮かび上がってくる。

ところが、僕が歴史を知1るようになり、ハンナも言葉を習得し九"のち、ハンナは自殺を遂げた"。

ハンナは、歴史の一音除こなる死者の椛利を履行したかったのかもしれない"。ハンナは、僕が彼女を

愛し続けるのであれば、歴史に参加し続けることもできるようになるために、死を選んだのかもしれ

ない。他方、僕は歴史と真実"を知るようになっても、誰も必要とせず、誰を邪魔することもない法

史学を居場所として逃避を続けながら、結婚しても、いかなる女性関係を持っても、ハンナという歴

史の居場所である過去へと引き戻されていく"。最終的に、法史学者となった僕は、ハンナとハンナ

を規定す刷歴史の参加者になっているにもかかわらず、最後まで 1傍聴者_1という姿勢を貫いた。f麻

癒状態_1 から正常(もうひとっの麻癖状態)に移行しっつ、いわゆる、傍観者から参加者としての傍

観者になって、別の声を恥にうとするために、かもしれない。朗読する行為という、ある意味では、

文字から声へ通訳することと、小説を轡《とい声から再び文字へと通訳する行為を、法学者がしょう

としたときに、歴史の前で、通訳者の倫理け去学者としての自覚")は完全に崩壊したかもしれない。

おそらく、法学者である以上、1、司法手続きにおいて、菖語は最も電要な要素である。法体系や文化

文化/批評 2018年第9号
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靡史の法 q尤t占恬)

が異なり、さらに言語織造が異なる 2 言語闇ではどの程度の R制i胴をもって通訳や翻訳のi血偸姓

を規定するのカヅづ市要な課題である上"ということを、誰よりも心得ているだろう。それでも、過去と

いう異なる言語がどの言語と等価的であるかについての判断をドすことはできなかった。

3-2.天秤

こで'度 inte]'P丁otation という'、1'藥のi翫原をぢぇてみよう。 11旦6ntcl')に人って(PI'Cり値段を決めこ

ることで、転じて、二打1吊で村价行として振る舞うことである"。しかし、どうやって振る鯏1うのか。

振る瓣い自身の基凖となるものは何か。法学者の同論見はどこにあるのか。実は、法学者は、この小

説を世に送り出した]995年より以前の 19朋年に、「法的、算1ホ珀勺に正備U な汁算を行っていた。

「現在ヰ.仁しているドイツ人のうち今日五・■佼以上の人々だけが、・・九四五年五月八F少力河に有了t

行為を行った可能性をもっている。しかも、今日五ヒ歳以上六二歳未11朋の人々は当1埒少年であり、今

日六_上歳以上六六歳米満の人々は年長少年であの、今日の年金受給者・恩給者がようやく成作者だっ

たことになる。これは両同家のドイツ人の紗1・九パーセントであり、二0OC)年にはそれはさらに約

五バーセントに、ニ'0-・0年にはさらに約・Lパーセントになり、二0三.五年は、-dU四1〔年五月八

E珍力河に行われた行為に法的な愆味で貞任を負うことのできるドイツ人は、もはや、・人も生きていな

いことになる。」
'

[汁算しているうちに、2025年はすぐにやってくる。ドイツの制度をよく参照する日本の法制度では

どのような訓'算をすればいいのかはさておき(時効の壁がある)、もう・・1変、小説に戻って、物語の情

耀のなかで訓'算を行おう。停肋シ・ンナに出会ったときは、 15歳の少年だった、"。つまり、少年は、 14

歳以上18歳未11給のため、ず汁餅走力と刑罰能力は個人の年齢の成熟に従う。僕がハンナと法廷で再会し

たときは、大学生になっており"、もちろん、様々な要累で、成人と同様に貞任能力があり受刑能力

かあるけれども、少年と同じ扱いになる場合かあるー。「側人の年齢の成熟に従う」とすれぱ、既に盧

任能力と刑罰能力を有している僕は、個人の年齢の成熟に述しているのか。それか、この小説のもう

ひとつのポイントである。

法は焼定い'」1任を誰かに取らせるだけで、俗らは貢任を取らないように振る既っている。また、法

廷まで到達できたすべての言葉は基本的に過去の出来事を指す言葉である。これらU>苫葉たちは、法

という火郡によって、犬来との等価交換をひそかに期待している。しかし、法が求める証明か多けれ

は多いほど、過去の仙N)重さか増えるわけでもない。法の大枠は、過去と米来が如何に等価であるべ

きにっいて述べていない。過去と未来とのバランスはどこに求めればいいのか。法史学者となった僕

は、ほぽ内分の半ノ上の歳打を未来という半厶Nこ載せようと試みていたように思う、'。その試みのなか

で、牙昂1から過去へと越境しながら、法の規定によって貨任を負わなくてもいい主体から、責任を負

える、11水へと、法を脱定していくのである。

しかし、もうひとっ「1Ⅱいがある。片藥の巣祐を判断するのは、果たして、法廷なのだろう力、そう

だとしたら、なぜ法廷なのだろうか。物語としてのテキストはL論吾である。言語を規定するルールが

ある。ルールを規定するのは言語である。法学者が臼ら小説を轡くことと、法廷のドキュメンタリ

や、ミステリーを占いたから文学b者になったこととの闇に、畔W企な境界線はない。越境は閉ざされた
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概念からもうひとっの閉ざされた概念へ移行することを脚味していない。閉ざされたものを開かれた

ものにする、もしくは、1捌かれたものを閉ざされたものにしてもかまわないのだ。物i'としての可能

判1も、おそらく、1勿i吾のルールのもとでしか、火旦1されないだろう。■{なる状態へと変えるプロセス

の参加哲になることが、越境0)'・寸能件にほかならない'。

3-3.余白、あるいは、「議題にのぼる」内容

司法通訳を通じて、人文゛,1・予捻何を考えられるのか。人文利・学は礼会科・学とどうかかオ)ればいいの

か。また、どのように動員されれぱいいのか。1、戦後世代」とか、文学に課された 1新しい使命J とい

つたような太現ではない"。本稿の肩唖頁で見た表好阿官のアト「jブという言葉が何かしらのヒントにな

る。司法通訳とそれを巡る1磁題系列が、提示している究枸i的な問題は、i蔀き力と通'JU走力の'つの1走

力に加えるっの倫理だけの湖題ではない。訓練可能とされるぶ語力と、訓練不可能かもしれない倫

哩を、法律上脱定されてきたΠ上1語1 ないし、rU本語1 といった仰に進んで接点を行たせようとする

ことは、仙介占としての用心●Eさに欠けることである。繰り返される記念Hを繰り広げる記念鮪σ)建

役のなかで閉ざされる'論'の正硫さを迫求することは衞中だ。靡史の余六、あるいは、ひとつの集約

された誠3、録や判例染のなかに、余E1として参加することによる過去との対決は困矧、だ。介本に古か

れていない内孚〒。すでに翻訳された1坤述轡イこ1まi"かれていない通訳できない仁1,沼。蛎単鵯から、法の規

靴性から、最初からはみ"_ルている何か。さらに、法のルールのLI・πこそもそも設定されなかった何か。

そういったものは、ルールかないゆえ、裁きにくく、判1祈しにくい。だからこそ、それらは、解釈・

通,沢されるのではなく、北;義題にのぼる」必要かある。

ベンヤミンの^・・部の竹Y.ムをどう訳すべきかについて、多くの論争があった。それは、被のー'部の竹

吊.は、彼の夕断愛に初めて発見されたからである。作壱'という椛威は、ある愆叫話1'算されたイ円然のなか

で、必然的に消された。ま九、彼が既に兆表した竹■1,を賓分珂身で解釈し曲1していることや、 fw.1円

形式か定まっていないことも、副訳に1剣して論午を11乎ぶ児H・1のひとっである。「雁史哲学テーゼ 1 もそ

のような竹活1四ひとつとしてぢぇられる。その作吊,の最新の訳占となった鹿島徹によれば、"修史哲学

テーゼ_1 のなかで、とりわけ第Ⅲテーゼをどのように配1縦すべきか、ベンヤミンはⅢjらかに悩んでい

たようだ"。しかし、どぅいうわけか、日本語(中1三畷語も)のfジと占らの悩みは、テキスト白休がパ'イ

リンガルの特徴を持っていても、そのバイリンガルの愆昧を説捗」するより、もうばらテキストに;忍め

られるありとあらゆる'語の対応を求めているように恩う。幸か不幸か、ベンヤミンのテキストは、

1引川 1 とも三わずに、そのままフランス;訳こよって、向分の 1表現 1 のルールだけに即して、、,井か

れているものが多い。/1く稿の開題愆散とも重なるべンヤミンの第Ⅲテーゼにも、 C北auon 会 1' 01,dN

du.iow' G義題にのぽる)というフランスi'の竹り・11語のままの「肺れ物_1 がある。

第Ⅲテーゼのフランス語訳では、そのフランス語の那分を訳す必要がない。著者のバ'吾であるドイ

ツ,籍向けのテキストでは、本人力寸孜えてフランス語で瞥き分けたのだから、ドイ'力治に訳すし゛於t小は

なさそうだ。英語という第__しの言1吾による訳でも、フランス語のままにした。多分「法言語学 1 のi延

/1J也だ「たイギリスや、やたらに裁判好きと,懋われるアメリカなどの英"イ文化鬮なら、この半.語はそ

れほど訳す必斐のものではないのだろう。けれども、泌字文化鬮では、 H倒。吾でない文了:又は符号1 に
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は 1要通訳州U かあり、剤Mfと苛は、片しみながらも.Xさなければならない。

鹿島徹よりも少し〒.い畴期に、、1Ef友長もこの肺れ物を愆識しながら、第'Ⅲテーゼを以ドωように

円:訳した。1さまざまな出来'Ⅱを、飛大なもωとⅢ三末なものとに区別しないですべてを物inる年代祀尼

録占は、そのこと剖1来がの幌雫を1又別しないこどによって、かって出来事として生起した物小:の

うちで雁史にと「て失われたものと諦めてよいものは何・つ存在しないのだという真州!を鄭電してい

る。内分の過厶をy'令な形で丁・にすることかできるωは、もちろん救洛されたノ＼類 diC 畿・16S加

NlenschhC辻が初めてである。これは次ωことを愆味する。すな力ち(1)人類ば叔済されて初めて、

珂分の過去を、そのと'の1瞬開においても、リ1川・ 1部奥・顕彰できる ZIUCI・1〕m・ようになる。(2)ノ＼類

の生きた1開胡のいずれの1瞬11打もが,「_H_1命令によって顕彰される Cine citRtion A I' 01,dN du 、iou],よ

うになる・この1_1日命令が発せられる口こそまさしく終末の1_1なのである。J -

従来、1過去が〔引川〕される 1 と,沢されてきたか、、r f友長ω訳ては過去か●卿杉1(検i止ではな

い)されることになる。硫かに、「引川 1 も、 1ν師三」も、どちらの武も、証r;の 1イi川NI_1 という正

しいN想的な文脈にAオ>辻ようとしている。しかし、ベンヤミンがほかでもなく、系設題にのぼる 1 と

いうドイツi門にないフランス語の衣現を力ざと残したωではないかと,n者はぢぇる。彼のこ0)1ぞt"■

は殿判がひとつのj'凖内ω'語に文十する判断かできるが、そ0)JJN汐和>6'語に文十する判断はできない

ことを太現している。また、辿'沢町は、jよ凖外の'語がいかに議題にのぼらせることを可能にしてい

く・占であるゆえ、ιJ饗である。

1 大W父・花岡巾1上1人強制述行_1 訴,公は、 2018 イ「 7 j」 13 U に'占待し、 2019年 lj1 29 田に判決か1Ⅱる

予定である。この訴訟にとっての 1最後の待'剃のH_1 が1{'11にやってくる。この織判における法学的な

根拠ないし原理についての議諭は、今後もし可能であれば稿を改めたい。 1沸1でXえるのは、岡賠の

法廷に辺つ原告や被告、さらに、傍駛tXω皆か、圧いにとぅてノ・i.いの、i論バの外にいることである。しか

し、皆はどれかの法1心の'論バの内にいる人々でもある。議論を最もは関kこしたのは、人々は国民とは

何かを規定する法律などの文'、1の内にもいる点だ。

誰でも時代という1析而関の内にいなから、雁史というえ託の外にいるψ雌"i者一通訳・片・・劇統占(参

加占)になる構成要件は、■剣波的に'しくなるのではなく、染約された正しさにどうコミットするか

という'1桝勤E力にj'づいて判断される。これか法ω力でもある。だが、法は、依然として、'三語をそ

の武器としている。また、 i;語は、1去的な脱鞄性がなけれぱ、存在価仙を失う。それでも、法を守る

のではなく、に;'訴を守る通訳者力Υ丁るべき{fしい法ないし、遥'火占を丁る[fしい法は、どうい乃たも

のなのか、といったことが1、論バによって、批1オ)れている、

Π}
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' BenJamin, waⅡel', ubel' den B0倉1'jff de]' Geschlc}1しe.1Ⅱ.1n: Benjnn]in,＼へlaltel', Gesan〕mcltc scl〕1']nal, Bd.1・

2, SU]〕rkamp, Frankfurt am Main 1991. S,694

.里件1修監訳「歴史の概念にっいて」 1ボードレール、11、岩波文月τ、]994年、 329頁Y浅JN建三劇愉市沢Π整史の概念

にっいて」 1、ベンヤミン.コレクシ.ン 1、1、ちくま学:主{文庫、 1995年、印17 頁、斗むf友長「ベンヤミン難晝史の概

念にっいて」最初の六テーゼの割駅にっいて」立命鮪匡隅鮖仟究18-1, J磁W2005年、 9-H貞、鹿島徹耽新訳・

評注]ヴフルター・ベンヤミン著・歴史の概念にっいて』未斗井士、'17頁などを参氏北た。

' 1ⅡUmjnauons "these on the phjlosophy of Hist01ツ",~va]ter B011jamin. Editcd 田】d with nn mu'od{1Ctlon

by nannal] A1でndt, tl'anslatcd by Harl'y zorn, plm]1CO,1999.P246

.本稿で扱う「越境_1 という慨念は、杉原達から大きな示1唆を受けている。中国人強制連行の問題とべンヤミンと

の鬨連は北川剣ノ＼1剣制連行.1 岩波新書、2002年、労働問題と越境との関迎づけは、杉原達『越境する民』、新幹

社、1998年を参照した。なお、ル判到人強制迎行」に関寸る資料は、田中宏ほか編『中国人強制迎行資料・、1外務

省報告せ判令五分冊ほか、1、現代11館、 1995年、1'中国人1剣制迎行』岩波新、ι1、 2002年などを参照した。しかし、

オq高は、言語と法との鬨係における、現実上というより言語上の越境に重心をおいている。また 1、者_1 は、「物」

と音声的に重なうていて、「資料」の恵昧を重ねて使っているので、章立て上の表記は「者」で統一する。

.'基本的に、広義には民小江倒牛にかかわる通訳も司紘通訳と言えるが、現在議論され研究されている分野は上とし

て刑水手続きの各段階での通訳である。刑事手続きの各段階において、司法通訳が必要とされる状況は、法律家

の事傍所(冉類の番併沢、依頼人との接見など)、符察署 G叟査倒粘など)、法廷(尋問、証人尋問など)が含まれ

る。そのなかでも最も文献が多いのは法廷通訳である。それは、法廷の傍聯証寸能としての公開性辻も関係寸るの

ではないかと思う。本稿も、主に「法廷』に老察の重心を置いているが、先行研究などで言及された「制1訳_1 に

も配感している。もちろん、この言柴の本来の勉加末での、口頭の言語変換をさすことという含意も玉視してい

る。

"実際の法廷では、「通訳人」と呼は'れている。オq高では、該当する用語、及び、注5で迹べたソ＼』からル旨」

への「物伯勺な拡大」をも踏まえて、以下は「通訳者_1 で統一・する。

仁i去廷だけではない、捜査機関、医療現場、学術剥査などというた専門性の高い現場をも老える対象とする。

"アメリカの汗1偶需斥訟法の法律用語の制哥蜻吾である。天然果実一自然界からの産出"上よぺてが当てはまる。法定果

実一自然の物ではなく、使用の対価として受取る地代や家賃、利息のことをいう。社剣封果実 qn1Ⅱonho

Poisonoust1でe)一拷問などの述法な方だr噺g.られた二次的な証拠を指す。

"英語で「法言語学」を表すこの名称の文献_上の登場は、 Jan AV田tvik の 19飴年の The Evans statements:<

Casel01,ForensicLin曾1ⅡStics.が最初だと言われている。橋内武・堀田俊吾編著瞬去と言語』、くろしお出/振、 20]2

年4村、ジ.ン・ギボンズ聯去言語学人門』、中根育子監訳、鶴田知佳子ほか訳、東京外国語大学出版会、2013年

4月、堀田秀吾「コーバスと法言語学、1 赤野一郎,堀正広編『コーパスと多様な関迎g則或』ひっじ書房、 2017年、

W3-125頁、などを参照した。

"小田格 1司法通訳と言語の選択に関する一秀察一漢語方言に関する判例等を索材としてー_1『人文研紀要.1(79)

中央大学人文科学研究所2014年、106頁。

"小田、朋頁。

"膨去と言語.1、 51頁。

"瞬去と言語』、別・52頁。

" H条3項(a)その理豹¥する言語で速やかにかつ詳細にその罪の性質および理由を告げられること。 q)裁半1Ⅱ折

において使用される言語を理解寸ること又は話すことかできない場合は、無*仁■田訳の援助をうけること。

"小田、 93頁。

'"小田、 9596 頁。

"2012年(平成2心 7月9日、外国人登$泰法(旧人管法)は廃止された。

" ht'LP://hakusy01.moj.go.JP/jp/64/nlm/mok1小.html (法務書『平成2 那刊坂犯辧白占のあらまし』)

htLP://WWW.moj.go.JP/housouken/housouken03 000鰐.htm](2018 {下 4月20日)

"『法と言語.1、 71頁。

'現在大阪大学外国語学部を指す。西松鈴美「司法通訳翻訳人訓練の方法論一大阪外国語プ、学大学院での実践」
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『通訳研究(3),1日本通訳学会、 20船年、 103-12]頁。また、静岡県立大学法廷通訳研究会は、 2012午と 2017

年それぞれ「法廷通訳の仕心に関する調査縦告当」を書かれている。日本通訳学会も司法通訳に関寸る研究が多
くある。

'鮮去と'需吾、1、 78頁。

蒔去と言語,1、紹一朋貞。

' htLP://JaⅡ.ルⅡ.0]ヌ'/(2018年4月20日)

'平成26年1 村 1日より、「fi限会社近代外察社」から、「株式会社突務法規』と社名変吏した。 h札P://net、
k]n(1a].con〕/]ndex.html

(2018年6 jJ 20 FD

連合会の虞任者にっいては、『扉日新聞.120Ⅱ年8月9日、1、ひと:天侮浪漫さん司法通訳技能検定試験を創

役」を参照した。

・"水野真木子「日本における法情報に関する司法通訳者の慈瓢にっいて:一般語学サポーターと比校して」1、金城

学院大学論集・社会科ぢ顎扇 9(D』、全城学院火学、 2012年、詑、91頁。

' 1Υ去と言語』、フフーフ8頁。

" 2018年4 打 3日、々五行による日介j喫0>'E話インタビューでは、その恵見iⅡに文、1する回答かまだ得.られていない

と吉う。現在も、その,迎旨を変えていないという祠答であった。

N 阿部津々子 1ト'イツ速邦共和国における司法通訳者・翻訳ノ＼;忽定制度にっいて」 W文化_1 の解1売05)再譜文化共
同研究プロジェクト、1 大阪ブぐ学、 20H 年、 11-20 頁。

"迎合会の・1't任者によれぱ、裁判所と按査機関は、いまだに向主登録者ω名簿しか使わないという。自_]X封暴者

は、必ず技能試験に合格できるような語学力と袿冉妖Π識を將っているのではない(2018年3月28日、笵:・占による

電i舌インタビュー)。

" 2016 午 10月23日、『乍州薪墨済斯1ⅡU は、 1在日外国人守る通訳者、j を題した記事を城せた。 2016年10月30

H、1'小日新f鏘.1 は特染を組み、ジャカルタ*:件のインドネシア語の通訳端定にっいての記事を載せた。 2016年

1]jJ 15日『産経新聞』「法廷通'尺・力疑に差」、 2016年Ⅱ打 29日、隔売売新聞』「法廷通訳・占・誤訳は菟罪の危

険性をはらむ」などは、岡じ事件にって、それぞれの記出を載せた。 2017年1月20日、11'中日新騰Ⅱは、再度、

「法廷通訳・誤訳で判断はできぬ1という社説を城せた。

"店・白居易旺'琶行,1。

'11'法言1吾学:入門.1 3]6-317 頁。

"占H1四功Πほか、「活動机告・コミュニティ通訳分科会ミニシンポシウム:寸]法通訳・關Ⅱ沢の正雅姓にっいて」『辿

訳研究御,1日本通訳学会、 2007年、 311頁。

'イ左j藤麻衣 1、司法通訳者の感情労勧に関する・吉察一長尾ひろみ氏の職業倫理に照らして_11'川崎医号井局祉学会i志

V01.23NO.1,1 20玲年、 129 -136 貞。

"吉田鰹リ川 1法廷相互行為を通訳する・・1去廷通訳者の役割再老、1『通訳研究御、1日本通訳学会、 2007q三、 19-38
頁。

"橋内、 70頁。

ソ115、及ひ兆6で述べた意昧を踏まえ、小説のタイトルと重なる2g見を使っている。

"紀伊匡阪票」上泙空問、 20四年2月11 冊「物語は声から始まる。ところが、やかて文字を;売めるようになると、物

譜は声を火くして又字となる。書き文字を廻豹孕することとは、声に頼らなくても言藥を再生できることであり、

文字を所行することである。」

hLtp://booklog.kln01赴lnlya.CO.]P/

httPゾ/boold{唱.kinokun}ya.CO.ル/katsuta/をⅡ'chives/20僻y02/post 玲.html {2018年^け} 2の

"宇恨久実「文学Xよ若者たちに何を伝えるのか?.小説測野統者,1 Del、V01・]eser(1995)に見るドイツ戦後世代の慕

藤 1 『欧米文化研究(フ),1、 2000年、 5911頁。
"ベルンハノレト・シュリンク『朗統者.1 松永渡1蕪沢、祈潮文応、 2003年、認、 68、 150、 152 貞。

"綴羽読者』'17-48貞。

" 1'朗i光゛;.1 29-30 頁。

""羽1売t;,1 211頁。

"寵JR光者.1222貞。

'"『則詩上苗』 22'1 貞、 229 貞。

"『fυルt、11.1152頁。

" 1W上硫者.』 205-206頁。
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"'紅羽読者,1155、 194頁。

"吉田N功Uほか、「活動報告・コミュニティ通a尺分利会ミニシンポジウム:盲]法通訳・棚訳のΠ哘佃生にっいて」1通

訳研究⑦、1日本通訳学会、 20俳年、 309 貝。

、ジーニアス英和大辞典・デジタル

.ベルンハルト.シュリンク 1、過去の資任と現在の法.1 岩淵辻治ほ力疇尺、岩波{1判苫、 20備年、 2頁。

'『朗i売者』 7貞。

" 1'朗読者』 106頁。

'『過去の責任と現在の法.1、 1頁

"'『朗i売者』 216 頁 1、刑楞所 10年_t、 246 頁、「ハンナの死後 10年」。

"『朗院者』 246 頁「倒由になるため』。

、宇根久実、 70頁。

"托明i売者』 103 頁、 97-103 頁。

W 平子、 9頁。
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The law of History 

A Study of the current situation of Japanese legal interpretation 

Shen, Tiantian 

This paper is a consideration focusing on the fundamental relationship between 

linguistics and the judicial system while conducting a review of the history of judicial 

interpretation (research) in Japan. Comparisons are made between prior research data (texts 

of legal precedents and accompanying narratives) and current social movements. 

In negotiating how to address this question, the dual disciplines of social and human 

sciences were necessarily combined within the methodological approach. Through this work, 

I will try to release judicial interpreters from the existing framework such as linguistics, 

judicial system or legal linguistics, not just to recapture and interpret it again. 

It is indeed a truism that the nature of law utilizes language as its principle weapon - or 

mode of discourse. Through the prism of this relationship between law and language it is 

important how judicial interpreters can behave as an independent entity called a balance to 

balance the power of both. The law that the interpreter is trying to question in this paper, 

and the law which protects interpreters can be understood as "ethics". At the same time, 

"ethics" leads to the problem of "posture" of interpreters. 

It must be stressed that this paper is not an attempt to present any solutions - either 

concrete or hypothetical. Instead, it endeavors to answer the question posed by Walter 

Benjamin - that is, "these on the Philosophy of History( the thesis III) " it is a practical 

(re)consideration of the laws (concepts / laws) of history. 

The question in this paper departs from the wish that "the court should not be a closed 

world". I hope that the court is not the terminal station of the language, but is the starting 

station. 
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